
具体的な方策

・毎月及び年間２回ﾛﾝｸﾞの服務事故防止研修
・SCとの連携、校内委員会の開催
・いじめ防止校内委員会の活用
・児童虐待防止研修の実施

・各教科等でのタブレット端末の活用
・芝山小スタンダードの取組
・音読の充実､語彙力の向上､読書活動の活性
化､百人一首の励行､国語辞典の日常的な活用
等）
・東京ベーシックドリル診断テスト
・算数科習熟度別指導と学習ｻﾎﾟｰﾀｰの活用
・国・市の学力調査の分析
・学習習慣の系統化と学習のきまりの見直し
・英語教育推進リーダーによる研修会の実施
・自主学習ﾒﾆｭｰと家庭学習の手引の家庭活用

・全学年による朝の挨拶指導の年間実施
・月目標の設定と芝山小のきまりの重点化
・指導案を通じた事前・事後指導の充実
・年間計画に基づく異年齢活動の実施
・４年生による高齢者体験学習
・５年生による赤ちゃんのふれあい体験
・６年生によるハンセン病等命についての学習
・教室掲示や学校掲示

・校内研究会（体育・食育に関する研究授業）の実
施（大学との連携）
・体力テスト（年２回）及び日常運動カードの活用
・中休み外遊びの励行
・学校保健委員会の開催

・週案や校内委員会を通した情報の交換
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ及びきらり担任､SC・巡回指導員の出
席と助言
・関係機関（指導主事、子供家庭支援センター、
SSW等）との連携
・SCによる５年生全員面接
・エデュケーションアシスタント、教育活動支援員、
別室登校支援員等の活用

・学校運営協議会の実施（年間５回程度）
・保護者会、個人面談、授業公開の充実
・セーフティ教室の実施（全学年）
・防災体制・組織の見直し、避難訓練の改善
・安全点検に基づく補修と修理依頼の要請
・ボランティア、保護者・地域の協力と連携・
・ＨＰ毎週１回以上の更新
・児童・保護者アンケートの実施
・保幼小、小中連携教育の充実
・インターンシップ等の活用

⑤特別支援教育の充実
・特別支援教室きらりの運営の充実
・校内委員会の充実
・教育相談体制の充実
・個別支援体制の充実

○特別支援教室の指導の充実と通常学級との連携の強
化
○関係機関との連携の強化
○SCの有効活用
〇不登校対策としてひまわりルームの開設

○「きらり」と学級担任との連携強化
○毎週、校内委員会の実施
○毎週SCと教職員との連携
〇関係機関との連携
○重点学年及び配慮児童への対応

⑥コミュニティ・スクールとして開かれた学校の推進、安全な
環境整備
・学校図書館の地域開放に向けた準備
・安全教育の充実と研修
・危機対応、危機管理体制の整備
・学校支援本部との連携の強化
・学校の教育情報の提供
・学校評価の充実
・保護者や地域人材の活用

○危機管理体制の改善
○安全教育と安全管理の充実
○施設・設備の補修と改善
○校庭芝生の有効活用
○学校支援本部の活用
○学校情報の積極的な公開
○学校評価の客観性の確保
○保幼小、小中の連携の強化
○近隣大学・関係機関等との連携

〇学校運営協議会を機能させ、家庭・地域と連携した
教育活動の推進
〇開かれた学校に向けての取組
○防犯・交通安全教育の充実
○緊急避難体制の確立と避難訓練の充実・改善
○施設設備の安全点検と整備の実施
○学校支援本部との情報連携、「みどりの絆」プロジェク
トの推進
○ＨＰの内容の充実
○アンケート及び関係者評価
○近隣幼稚園・保育園、小中学校との連携
〇学生ボランティアの確保

③基本的な生活習慣の確立と社会性・道徳性の育成
・自己有用感や自尊感情の育成
・あいさつの徹底
・「芝山小のきまり」の浸透
・コミュニケーション能力の育成

○自ら挨拶できる児童の育成
○規範意識の醸成
○道徳授業の改善・充実
○関係機関との連携
○異年齢集団の活用
○各学年の「命の教育」の実践
○言葉遣いの指導の充実

○全学年による挨拶運動
○「芝山小のきまり」の重点化
○授業観察時の道徳授業の実施
○高齢者・福祉関係との連携と活用
○ふれあい班活動の充実
○赤ちゃん体験の実施
○場に応じた話型の提示

④豊かなスポーツライフ、健康の保持増進と体力の向上
・体力向上の取組と運動量の増加
・食育の充実
・保健学習の充実

○TOKYO ACTIVE PLAN for studentsの取組
〇家庭と連携した食育の推進

○東京2020大会後のレガシーとしての取組
〇体育科指導の充実と体力向上
〇給食指導、食に関する指導の充実
〇保健学習の充実

①人権尊重の教育
・児童一人一人の人格の尊重と個性の伸長
・偏見や差別によるいじめの撲滅

○認め励ます指導の充実
○児童の心に寄り添う指導
○偏見や差別に基づくいじめの撲滅

○体罰や暴言等の根絶
○教育相談的な対応の充実
○いじめの早期発見と早期解決

②学ぶ意欲・達成感と確かな学力の向上
・個別最適な学び、協働的な学びの一体的な充実
・基礎・基本の徹底と達成感の獲得
・思考力・判断力・表現力の育成
・言語能力向上のための授業改善
・習熟の程度に応じた指導の充実
・家庭学習の習慣化と学習規律の確立による学習習慣の
定着
・外国語教育の充実
・自主学習の励行

○タブレット端末を活用した指導の充実
○読み・書き・計算の基礎的な学力の向上と全学年による
共通実践（芝山小スタンダードの取組）
○思考力・判断力・表現力を重視した授業改善
○学習規律の定着
○家庭学習の習慣化
〇各教科・領域等を通した言語表現活動の重視
○少人数習熟度別授業の充実
○３～６年生の英語教育の充実
○宿題の計画的実施と自主学習
○ＳＤＧ’ｓについての指導の取組

○タブレット端末を活用した授業実践
○１～６年生での朝学習の実施
○各教科・領域等を通した言語表現活動の重視
○学校図書館の活用
○東京ベーシックドリルの活用
○算数科の基礎学力の定着
○個に応じた指導の充実
○児童の学力に関する実態調査分析
○学習規律・学習習慣の系統的指導
○ALTの活用と指導法・教材の工夫
○家庭学習の手引きの活用
○各教科等でＳＤＧ’ｓの授業実践

●自ら課題を見付け、自ら課題を解決していく力　　　　　　　●他者とかかわる力　　　　　　　●心身ともに健康に過ごす力

　　　　　自学力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かかわり力　　　　　　　　　　　　　　　　　健康力（重点）

学校の教育目標達成のための基本方針と具体的な方策
基本方針 中期目標（３年間） 今年度の達成目標

＜育成を目指す資質・能力＞

 

【学校の教育目標】　　　○よく考え、それをやりぬく子　　　　○より明るく、みんなと仲良くできる子　　　　○そして強く、心身ともに健康な子

内部環境 外部環境

プ

ラ

ス

強み 機会

・児童は伸びやかで子供らしく､素直である｡
・教員の年齢構成がバランスよく、授業や生活指導に対して誠実に取り組む
・校庭の芝生などの緑の環境が豊かである。
・特別支援教室と在籍学級の教員間の連携が充実している。
・自校方式（業者委託）の給食で、栄養指導が充実している。
・中庭をはじめ、広々とした玄関や廊下があり、校舎内が明るい。

・学校支援本部を中心に、漢字検定、芝生の手入れ等、協力的に活動している。
・サッカー、ミニバスなどのサタデースクールが盛んである。
・家庭や地域の見守り隊があり、地域の中に学校に対して協力的な方がいる。
・地域の関係機関が充実しており、比較的学校教育への理解がある。
・雑木林や畑など、地域の自然が残っており、清瀬駅に近く、郵便局や図書館、スーパーマーケットなどが近
く、交通に便利である。

マ

イ

ナ

ス

弱み 脅威

・児童の学力差が大きく、学習に対して受け身な児童が多い。
・基本的な生活習慣の定着がやや不十分である。
・特別な支援を要する児童が全体の１割以上いる。
・空き教室がなく、学年集会などを開くことが難しい。
・一部に施設の老朽化が目立ち、早急な改善が必要な箇所が見られる。

・外部機関との連携が必要な家庭が複数ある。
・家庭内の教育力に差が見られる。
・地域の方々が高齢化しており、地域活動への若い層の参加が少ない。
　（震災時等での避難所運営について、若い層を含めて検討していく必要がある。）
・学校に協力的な方々が固定化している傾向がある。

令和７年度

清瀬市立芝山小学校　学校経営計画
清瀬市立芝山小学校

校長　榎並　みな子

　教育を取り巻く社会の動向
●人間として調和のとれた育成
●社会に開かれた教育課程
●主体的・対話的で深い学び
・基礎的・基本的な知識・技能
・思考力・判断力・表現力
・主体的に学習に取り組む態度
・豊かな心や創造性の涵養
●育成すべき資質・能力の明確化
●カリキュラムマネジメントの推進

学校経営の基本理念
教職員が公教育に携わる者としての職責を自覚し、児童一人一人が元気に輝き、確かな学力と豊かな心を
もった自立する児童の育成を図るとともに、健康で安全な教育環境を整え、保護者・地域から信頼される学
校づくりをめざす。

第２次清瀬市教育総合計画
マスタープラン基本構想
①健幸で生きがいのある学び・活動を支援
②家庭の教育力向上を支援
③学力を保証し、健やかな心と体を育てる
④郷土の自然や文化への学びを支援
⑤地域の力で清瀬の教育をつなぐ

めざす学校像
○子供の安全・安心を保障し、どの子にも居場所がある楽しい学校　⇒　安心
○保護者が安心して我が子を預けられ、地域とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを大切にする学校　⇒　信頼
○教職員が常にプラス思考で、教育のプロとしての専門性を発揮できる学校　⇒　充実


